
③ 　公民較差算出に当たって、今回も「特例的な措
置」を「一時的」とした人事委員会に対し、その撤
回を求めること。

○　人事委員会が独立した専門的な人事行政機関であ
ることを踏まえると、人事委員会への要請は、基本
的には、困難である。

④ 　人事委員会に対し、公民の役職段階の比較対応関
係について、職級統合など行政系人事制度改正に対
応した見直しを行うよう、引き続き強く働きかける
こと。

○　人事委員会が独立した専門的な人事行政機関であ
ることを踏まえると、人事委員会への要請は、基本
的には、困難である。

⑤ 　2024人事院勧告の「公務員人事管理に関する報
告」における「人材確保の要請も考慮した適切な報
酬水準の設定に向けて、官民給与の比較対象となる
企業規模について検討を進めていく」に関わって、
国・総務省をはじめとした関係機関に対し、速やか
に100人以上の企業規模に戻すことはもちろんのこ
と、それを上回る企業規模に変更するよう強く働き
かけること。

○　人事院における官民給与の比較対象となる企業規
模に係る検討を注視していく。

③ 人事委員会に対し、2018年４月１日適用の「新給
料表」で、行政職給料表（一）２級の最高号給が旧
３級の最高号給に比べ８号、5,700円もカットされた
ことで生じた多数の最高号給適用者を解消するた
め、２級給料表の最高号給と月額を旧３級と同水準
に戻すこと、また、医療職給料表（二）・（三）２
級も同様とすることを、強く働きかけること。

○　人事委員会が独立した専門的な人事行政機関であ
ることを踏まえると、人事委員会への要請は、基本
的には、困難である。

⑤ 人事委員会に対し、旧行政職給料表（一）の１・２
級の統合によって、旧２級職よりも低くなっている
行政職給料表（一）、医療職給料表（二）・（三）
の再任用職員１級職の給料月額を旧２級職の給料月
額以上の水準とすることを、強く働きかけること。

○　人事委員会が独立した専門的な人事行政機関であ
ることを踏まえると、人事委員会への要請は、基本
的には、困難である。

⑥ 　地域手当は国家公務員給与の勤務地間調整を目的
とする制度であり、特別区職員の勤務実態にはそぐ
わないことから廃止して、本給へ繰り入れること。

○　地域手当は、人事委員会勧告を踏まえて措置した
ものであり、これを本給に繰り入れることは困難で
ある。

⑦ 　病気休暇等の取得による昇給制度等の不利益措置
を改善すること。

○　国、他団体の状況に鑑み、現状での対応は困難で
ある。

② 　職務段階別加算の適用範囲を全職員に拡大するこ
と。

○　職務の権限と責任に応じた処遇を実現するために
所要の見直しを行ってきたところであり、現状での
対応は困難である。

④ 　期末・勤勉手当における「欠勤等の事由」及び換
算日数を改善すること。

○　国、他団体の状況や他制度との均衡に鑑み、現状
での対応は困難である。

⑤ 　「基準日主義」を改め、勤務実績等に基づく支給
を行うこと。

○　国、他団体の状況に鑑み、現状での対応は困難で
ある。

２．賃金水準の改善について

令和６年度給与改定特区連要求に対する当局回答

特区連要求 当局の考え方

１．２０２４勧告の取扱いについて

３．一時金の改善について
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特区連要求 当局の考え方

① 　国や都道府県とは異なる、基礎的自治体としての
特別区にふさわしい人事・給与制度として、引き続
き職員の処遇の改善と確保を行うこと。

○　国、他団体、民間の動向を注視しつつ、特別区の
実情を踏まえ、職務・職責及び能力・業績に基づく
人事・給与制度の構築に向けて、引き続き、検討し
ていく。

② 　退職手当の基本額について、支給率の引上げを行
うこと。

○　退職手当制度については、この間、民間との較差
の是正や、在職期間中の職務・職責に応じた貢献度
をより一層反映させる観点から、所要の見直しを
行ってきたところである。引き続き、国、他団体や
民間の動向を注視しながら、適切な制度運営を図る
必要があり、現状での対応は困難である。

③ 　住居手当について、特別区職員の住居費負担の実
態を踏まえ、別枠原資で措置し、手当額を引き上げ
ること。

○　住居手当については、有為な人材を確保する観点
などから一定の年齢層の職員に加算措置を設けるな
ど、改正を行ってきており、現状での対応は困難で
ある。

④ 　初任給決定における経験年数換算について、特別
区職員経験者採用試験での「民間企業等における業
務従事歴」との整合性を図り、改善すること。ま
た、前歴が正規・非正規の雇用形態に係わらず、同
一の職務内容は同一の前歴換算率とすること。

○　経験年数換算については、人事制度及び民間にお
ける多様な働き方などを踏まえた上で、初任給決定
という大きな枠組みの中において検討されるものと
考えており、現状での対応は困難である。

⑤ 　男女共同参画推進の立場から、男女別の昇任実態
を踏まえ、女性職員の昇任を困難にしている原因を
調査し、男女間格差の解消に向けた具体的な解決策
を講じること。

○　従来から能力と業績に基づいた任用が行われてお
り、従前から、全ての職員が平等に取り扱われてき
ていると考えている。引き続き、職層ごと・職種ご
との任用実態等、様々な側面から調査・研究を行っ
ていきたい。

⑥ 　希望降任に伴う降格後の給料月額について、当該
職員が昇任する日の前日の給料月額を下回らないよ
うにすること。また、希望降任した職員が再昇任す
る場合の給料月額について、希望降任する日の前日
の給料月額を下回らないようにすること。

○　降任に伴い昇任前より給料月額が下がることは、
行政系人事制度の改正による現給保障者において起
こり得るものであるが、降格後に、現給保障を受け
ていた当時の給料水準に戻すことは、制度改正に伴
う激変緩和措置という現給保障の趣旨と相容れない
ものであり、対応は困難である。
　また、再昇任時の給料月額は、現に受けている給
料月額に基づいて昇格時の給料決定を行うべきであ
り、現状での対応は困難である。

⑦ 　年齢による昇給の抑制については廃止すること。 ○　年齢による昇給の抑制の見直しは、令和５年４月
に実施しており、現状での対応は困難である。今後
も国、他団体の動向を注視していく。

② 　主任職が組織上の必要数に応じて算出して設置す
べき職という実態にはないこと、また、現時点では
定数管理を行うことの必然性が弱く、むしろ、受験
率低下の要因となっていることから、職層構成比の
適正化が進むまでは、当分の間、定数管理を行わ
ず、主任職昇任選考全体の昇任率については、最下
限を20％とすることを全区で確認すること。

○　係長職への昇任を前提としている主任職の位置付
けを踏まえると、各特別区が組織上の必要数を算出
して設置すべき職であることから、昇任率を基本に
算出するのは相応しくないと考えている。
　なお、合格者数等については、各特別区において
労使協議が行われるものと認識している。

④ 　主任職昇任選考に係る種別Ｂ・Ｃ及び係長職昇任
能力実証に係る種別Ｂについて、当該選考の設置趣
旨を改めて全区で確認するとともに、合否判定に当
たっては、豊富な実務経験の要素を高めるなど、
「長期選考」としての機能を確立すること。

○　各昇任選考及び能力実証については、取扱いや設
置趣旨を踏まえ、各任命権者が定める方法により、
各特別区の実情に応じ、適切に実施しているものと
認識している。

４．賃金決定基準、手当等の改善について

５．職層構成比の適正化に関わる改善について

2



特区連要求 当局の考え方

⑦ 　民間事業所と比して１係の職員数が多く、マネジ
メントが行き届かないことがライン係長の大きな負
担となっていることを踏まえ、民間に準拠した係員
数を基に係を構成し、主査等の拡大とともに係数の
増を図ることにより負担を軽減することを全区で確
認すること。

○　係数や係の職員数については、各特別区の施策や
実情に応じた組織体制に深く関わることであること
から、各特別区が適切に対応していくものと考えて
いる。

⑧ 　2022年2月7日団体交渉における区長会回答を踏ま
え、課長補佐について、「課長補佐に係る任用管理
のイメージ」に基づき、増員が図られるよう全区で
確認すること。

○　課長補佐職については、各特別区で定める基準に
基づき、各特別区が職の指定を実施している。その
ため、課長補佐職の配置については、各特別区がそ
れぞれの実情に応じて、適切に実施しているものと
考えている。

⑨ 　特定管理監督職群の特例任用について地公法に
則った運用を行い、早期に60歳以下の職員による配
置とし職層構成比の適正化を図ること。

○　管理監督職の特例任用をはじめとする職員の配置
については、地方公務員法の趣旨を踏まえた上で、
各特別区が適切に対応していくものと考えている。

⑤ 　定年退職前に係長職であったフルタイム勤務の再
任用職員を、定年前の６割に満たない賃金であるに
も関わらず定年前と同一のポストに任用すること
は、「職務給原則」からの逸脱であることから行わ
ないこと。また、「課長補佐に係る任用管理のイ
メージ」に基づき、３級係長職も同様にスタッフ職
として配置することを全区で確認すること。

○　係長職の再任用職員が定年前職員と同質の業務に
従事するものであることから、再任用職員の配置
は、定年前職員と同様に、各特別区が実情に応じて
行うものと考えている。

① 　超過勤務命令の上限が月45時間、年間360時間と設
定されたことも踏まえ、超過勤務の縮減と年次有給
休暇の取得を促進し、年間総実労働時間のより一層
の短縮を図るための実効性ある取組を行うこと。

○　各特別区において、超過勤務の縮減と年次有給休
暇の取得促進に関する具体的な取組を行っていると
ころであるが、超過勤務命令の上限設定を踏まえ、
総実勤務時間の短縮に向けた取組が、今後もなされ
ていくものと考えている。

② 　全ての区、全ての職場において賃金不払残業を根
絶すること。

○　サービス残業が発生しないよう、超過勤務の事前
命令・事後確認等に、今後とも各特別区で取り組ん
でいくものと考えている。

③ 　超過勤務手当の割増率について、深夜帯以外を
「100分の150」とし、深夜帯及び休日給について
は、「100分の200」にすること。また、月45時間以
上については、「100分の25」増とすること。

○　国、他団体の状況に鑑み、現状での対応は困難で
ある。

④ 　勤務間インターバルを導入し、最低でも11時間を
確保すること。インターバルによる出勤時間が所定
労働時間の開始時間を超える場合は、その時間を勤
務したものとして取り扱うこと。

○　各特別区において、制度の趣旨を踏まえた検討が
されていくものと考えている。

① 　地方公務員法第42条に基づく、職員の福利厚生に
関する使用者責任について、「特別区職員の福利厚
生に伴う使用者責任は、各特別区で果たす」とした
区長会の主張に基づき、各区において互助会等事業
の拡充に向けた十分な労使協議を行うこと。

○　各特別区の福利厚生については、各特別区が使用
者としての責任を果たしていくものと考えている。

９．福利厚生制度の充実について

７．高齢期職員に関わる課題について

８．労働時間短縮の促進・休暇制度等の拡充について
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特区連要求 当局の考え方

① 　労働組合活動に対する行政処分は不当であり、新
たな処分は行わないこと。また、1995年度以降の処
分について撤回し、実損の回復を行うこと。

○　地方公務員の争議行為は地方公務員法により禁止
され、かつ、あおり行為等を処罰すべきものと定め
られている。今後も地方公務員法に則り適切に対処
する。

② 　育児・介護休業手当金等の支給期間・割合の改善
を、東京都職員共済組合へ働きかけること。

○　要求の趣旨は、東京都職員共済組合に伝えていき
たい。

③ 　公務員制度の民主的改革を図るため、ＩＬＯ勧告
に沿った労働基本権完全保障等の関係法規の改正に
向けて、政府関係機関へ働きかけること。

○　今後も公務員制度改革に関する国の動向を注視し
ていきたい。

④ 　公契約における適正な労働条件を義務付けるＩＬ
Ｏ条約を批准するよう、政府関係機関へ働きかける
こと。

○　各特別区の公契約における適正な労働条件の確保
については、各特別区が使用者としての責任を果た
していくものと考えている。

⑤ 　今後の長期に及ぶ少子高齢社会を見据え、人材獲
得の観点からも、職員採用における国籍要件につい
て政令指定都市など他団体と同様に廃止すること。

○　令和２年度から４年度にかけて検討を重ねてきた
が、公務員に関する基本原則が改められていない現
状において、国籍要件削除について23区の見解の一
致を図ることは困難であったことから、当面、従前
のとおりの取扱いとした。
　今後も公務員に関する基本原則を踏まえつつ、必
要に応じて慎重に検討していく。

１０．その他
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Ⅰ 給与改定諸項目の内容 
番号 項目 内容 備考 

（１） 
再採用選考（カムバック採

用）制度の導入について 

別紙のとおり  

（２） 
医療技術系職員の免許取得

前の採用の拡充について 

別紙のとおり  

（３） 

育児休業に伴う任期付職員

の採用区分等の見直しにつ

いて 

別紙のとおり  

（４） 
主任職昇任選考への前倒し

受験方式の導入について 

別紙のとおり  

（５） 

医師及び歯科医師に係る初

任給調整手当の見直しにつ

いて 

別紙のとおり 一部令和６年４

月１日から適用 

 

Ⅱ 交渉項目の扱い 

番号 項目 内容 

（１） 
任期付短時間勤務職員採用制度

の各区事項化 

令和７年度給与改定交渉期までには結論が得ら

れるよう引き続き協議事項とする。 

 

令 和 ６ 年 11 月 21 日 ( 木 )

小委員会交渉資料(特区連 )



再採用選考（カムバック採用）制度の導入について（案） 

１ 趣旨 

 人材確保が課題となる中、公務を担う能力のある人材を積極的に 

確保するため、自区の退職者を再び採用することができる新たな採 

用制度を導入する。 

 

２ 内容 

⑴  制度の導入 

制度を必要とする区が導入できることとする。 

 

⑵  採用する職種 

各区で定める。ただし、物理、業務、医師、歯科医師及び幼稚

園教育職員を除く。 

なお、退職時の職種と同一の職種で採用するものとする。 

 

⑶ 採用時の職務の級 

   退職時の職務の級以下の級とする。 

 

⑷ 採用の方法 

   人事委員会からの委任を受けた任命権者の選考による。 

 

⑸ 選考の方法 

   書類審査（在職時の人事評価を含む。）、面接その他任命権者が 

必要と認める方法とする。 

 

⑹ 受験資格 

   次の要件を全て満たす者とする。 

ア 平成 30 年４月１日以降に退職した者 

イ 在職時の勤務経験年数が１年以上ある者 

 

令 和 ６ 年 11 月 21 日 ( 木 )

小委員会交渉資料(特区連 )



ウ 選考受験日の属する年度の末日において 65歳未満の者。ただ 

し、令和 12年度までの間、年齢要件の上限部分は次表のとおり 

とする。 

選考年度 ７ ８ ９ 10 11 12 

年齢要件の上限 62歳未満 63歳未満 64歳未満 

 

⑺ 採用後の任用上の取扱い 

   昇任選考又は昇任能力実証の受験資格における、在職期間要件 

の判定に当たっては、採用前の勤務経験年数を通算する。 

 

⑻ 初任給 

   退職時の級号給を基礎とし、退職年度以降の期間に応じた加算 

を行う。 

 

３ その他 

  本制度の導入に伴い、関連する諸制度に影響がある場合、所要の 

見直しを行う。 

    

４ 導入時期 

令和７年度からとする。 



医療技術系職員の免許取得前の採用の拡充について（案） 

１ 趣旨 

更なる人材確保を図るため、医療技術系職員の免許取得前の採 

用を拡充する。 

 

２ 内容 

⑴  免許取得前に採用ができる職に、「歯科衛生（見習）」、「検査

技術（見習）」及び「栄養士（見習）」を追加する。 

⑵  ⑴により追加する職及び看護師Ⅱ類（短大３卒）の免許取得

前の採用時における初任給は、各職の免許取得後の初任給基準

より４号低い号給とする。 

 

３ 適用時期 

令和７年度からとする。 

令 和 ６ 年 11 月 21 日 ( 木 )

小委員会交渉資料(特区連 )



 

育児休業に伴う任期付職員の採用区分等の見直しについて（案） 

１ 趣旨 

 育児休業取得職員の欠員補充を十分に行うとともに、複雑・多様化する行

政需要に対応することを可能にするために、育児休業に伴う任期付職員採用

制度における採用区分等の見直しを行う。 

 

２ 内容 

職種「事務」「福祉」「土木造園」「建築」「機械」「電気」「検査技術」「栄養

士」の採用区分にⅠ類を、職種「歯科衛生」の採用区分にⅡ類を追加する。 

また、職種「福祉」のⅡ類について、採用選考基準等として定める経歴・

資格・免許のうち、社会福祉士の資格を有する者を削除する。 

なお、詳細は別紙のとおりとする。 

 

３ その他 

本改正に伴い、関連する諸制度に影響がある場合、所要の見直しを行う。 

 

４ 適用時期 

令和７年度からとする。 

 

令 和 ６ 年 11 月 21 日 ( 木 )

小委員会交渉資料(特区連)



別紙 

※ 下線部は、今回の見直し箇所 

職種 

現行 改正後 

採 用 

区 分 給 料 
選 考 の 基 準 及 び 方 法 採 用 

区 分 給 料 選 考 の 基 準 及 び 方 法 

年    齢 経歴・資格・免許   年    齢 経歴・資格・免許 

事 

 

務 

 

系 

事  務 

- - - - Ⅰ 類 
行（一） 

１ 級 

次のいずれかに該当する者 

(1)  22歳以上 

(2)  22歳未満の者で学校教育 

法に基づく大学（短期大学を 

除く。）を卒業した者又はそれ 

と同等の資格があると認めら 

れる者 

 

Ⅲ 類 
行（一） 

１ 級 
18歳以上  Ⅲ 類 〃 18歳以上  

福 

 

祉 

 

系 

福  祉 

- - - - Ⅰ 類 
行（一） 

１ 級 

次のいずれかに該当する者 

(1)  22歳以上 

(2)  22歳未満の者で学校教育 

法に基づく大学（短期大学を 

除く。）を卒業した者又はそれ 

と同等の資格があると認めら 

れる者 

次のいずれかに該当する者 

(1) 社会福祉士の資格を有する者 

(2) 児童指導員の資格を有する者 

(3) 保育士となる資格を有し、都道 

府県知事の登録を受けている者 

(4) 保育士となる資格を有し、都道 

府県知事の登録を受けている者、 

かつ、幼稚園教諭普通免許状を有 

している者 

Ⅱ 類 
行（一） 

１ 級 
20歳以上 

次のいずれかに該当する者 

(1) 社会福祉士の資格を有する者 

(2) 児童指導員の資格を有する者 

(3) 保育士となる資格を有し、都 

道府県知事の登録を受けている 

者 

(4) 保育士となる資格を有し、都 

道府県知事の登録を受けている 

者、かつ、幼稚園教諭普通免許状 

を有している者 

Ⅱ 類 〃 20歳以上 

次のいずれかに該当する者 
(1) 児童指導員の資格を有する者 

(2) 保育士となる資格を有し、都道 
府県知事の登録を受けている者 

(3) 保育士となる資格を有し、都道 
府県知事の登録を受けている者、 
かつ、幼稚園教諭普通免許状を有 
している者 



 

職種 

現行 改正後 

採 用 

区 分 
給 料 

選 考 の 基 準 及 び 方 法 採 用 

区 分 
給 料 

選 考 の 基 準 及 び 方 法 

年    齢 経歴・資格・免許 年    齢 経歴・資格・免許 

一 

般 

技 

術 

系 

土木造園

建  築 

機  械

電  気 

- - - - Ⅰ 類 
行（一） 

１ 級 

次のいずれかに該当する者 

(1)  22歳以上 

(2)  22歳未満の者で学校教育 

法に基づく大学（短期大学を 

除く。）を卒業した者又はそれ 

と同等の資格があると認めら 

れる者 

 

Ⅲ 類 
行（一） 

１ 級 
18歳以上  Ⅲ 類 〃 18歳以上  

医 

 

療 

 

技 

 

術 

 

系 

歯科衛生 

- - - - Ⅱ 類 
医（二） 

１ 級 
 

歯科衛生士の免許を有する者で、次

のいずれかに該当する者 

(1) 平成 16 年文部科学省厚生労働

省令第５号による改正後の歯科衛

生士学校養成所指定規則により指

定を受けた修業年限３年以上の歯

科衛生士養成施設を卒業した者 

(2) 上記の改正前の規則により指

定を受けていた修業年限２年以上

の歯科衛生士養成施設を卒業した

者 

Ⅲ 類 
医（二） 

１ 級 
 歯科衛生士の免許を有する者 Ⅲ 類 〃  歯科衛生士の免許を有する者 

検査技術 

- - - - Ⅰ 類 
医（二） 

１ 級 
 

大学において職務と関連する学科を

修め卒業し、臨床検査技師の免許を有

する者 

Ⅱ 類 
医（二） 

１ 級 
 臨床検査技師の免許を有する者 Ⅱ 類 〃  臨床検査技師の免許を有する者 

栄養士 

- - - - Ⅰ 類 
医（二） 

１ 級 
 管理栄養士の免許を有する者 

Ⅱ 類 
医（二） 

１ 級 
 栄養士の免許を有する者 Ⅱ 類 〃  栄養士の免許を有する者 



 

主任職昇任選考への前倒し受験方式の導入について（案） 

 

１ 趣旨 

現行の主任職昇任選考は、受験負担の増加等により、従前の主任 

主事昇任選考と比較して受験率が低下していることから、若年層 

職員の昇任へのモチベーション維持・向上を図るため、新たな受験 

方式を導入する。 

 

２ 内容 

⑴  導入する受験方式 

選考方法のうち筆記試験の一部の免除資格を得るため、主任

職昇任選考の受験資格を得る前の者が、前倒して筆記試験の一

部のみ受験できる方式（以下「前倒し受験方式」という。）とす

る。 

⑵  導入方法 

各区が必要に応じて導入できることとする。 

⑶  選考種別 

種別Ａを基本とし、Ｂ（特例）、Ｃ（特例）についても、筆記

試験の一部を前倒して実施することが可能な場合は、併せて導

入する。 

⑷  対象者 

前倒し受験方式を導入する選考種別の受験資格を得る１年前

の者とする。 

 

令 和 ６ 年 11 月 21 日 ( 木 )

小委員会交渉資料(特区連 )



 

⑸  免除資格者（前倒し受験方式合格者）の取扱い 

当該年度の主任職昇任選考合格には至らない。 

⑹  免除資格の付与基準 

各区において決定する。 

⑺  免除資格の付与期間 

各区において決定する。 

⑻  人事交流者の取扱い 

免除資格は引き継がないこととする。 

⑼  その他 

前倒し受験方式を導入する場合は、分割及び免除受験方式を

併せて導入することとする。 

 〔参考〕分割及び免除受験方式について 

分割受験方式 

選考方法のうち筆記試験の一部の免除資格

を得るため、筆記試験の一部のみを受験す

る方式。当該年度の主任職昇任選考合格に

は至らない。 

免除受験方式 

選考方法のうち筆記試験の一部の免除資格

を得ている者が、その他の試験を受験する

方式 

 

３ 導入時期 

 令和７年度からとする。 



医師及び歯科医師に係る初任給調整手当の見直しについて（案） 

１ 趣旨 

公衆衛生医師の確実な人材確保を図るため、東京都との均衡等 

を踏まえ、医師及び歯科医師に係る初任給調整手当について、見 

直しを行う。 

  

２ 内容 

⑴ 最高限度額及び手当額 

 ア 令和６年４月１日から令和７年３月 31 日まで 

 現行 見直し後 

最高限度額 268,500 円 275,700 円 

手当額 別紙１のとおり 

 

 イ 令和７年４月１日以降 

 見直し前 見直し後 

最高限度額 275,700 円 315,200 円 

手当額 別紙２のとおり 

 

 ⑵ 支給期間 

   大学卒業後 40 年を超えた職員についても、特別の事情がある

と認められるものについては、実際に手当を支給される期間が40

年を超えない範囲内において、手当の支給を可能とする。 

 

３ 適用日 

 ⑴ ２⑴アは、令和６年４月１日 

⑵ ２⑴イ及び⑵は、令和７年４月１日 

令 和 ６ 年 11 月 21 日 ( 木 )

小委員会交渉資料(特区連)



 令和６年４月１日から令和７年３月 31 日までの手当額 

期 間 

（年未満） 

手 当 額 

現 行 見直し後 

 

１～20 

円 

268,500   

円 

275,700   

21 260,200   267,200   

22 252,100   258,900   

23 244,000   250,600   

24 235,900   242,300   

25 227,800   234,000   

26 219,700   225,600   

27 211,600   217,300   

28 203,500   209,000   

29 195,200   200,500   

30 186,900   191,900   

31 179,700   184,600   

32 172,600   177,300   

33 165,700   170,200   

34 158,800   163,100   

35 151,700   155,800   

36 144,800   148,700   

37 138,000   141,700   

38 131,200   134,700   

39 124,500   127,900   

40 118,000   121,200   

 

 

別 紙 １ 



令和７年４月１日以降の手当額 

期 間 

（年未満） 

手 当 額 

見直し前 見直し後 

 

１～20 

円 

275,700   

円 

315,200   

21 267,200   306,400   

22 258,900   297,300   

23 250,600   288,300   

24 242,300   279,100   

25 234,000   270,000   

26 225,600   260,900   

27 217,300   251,800   

28 209,000   242,700   

29 200,500   233,500   

30 191,900   224,400   

31 184,600   216,800   

32 177,300   209,300   

33 170,200   201,800   

34 163,100   194,100   

35 155,800   186,400   

36 148,700   178,900   

37 141,700   171,400   

38 134,700   163,900   

39 127,900   156,400   

40 121,200   148,900   

 

別 紙 ２ 


